
会社の従業員が得意先向けに提案書を作成し

たり，社内会議や閲覧用に報告書やレポートを

作成したりすることは日常の業務として普通に

行われていることかと思います。提案書や報告

書などは思想または感情を創作的に表現したも

のでありますから，多くは著作権法上の著作物

（第２条第１項第１号）に該当いたします。会

社内で作成される著作物には，提案書や報告書

1 ．はじめに

の他にも例えば写真，絵画，音楽，又はプログ

ラムなど様々なものが挙げられるでしょう。

著作物を実際に創作することができるのは人

間（法律上の「自然人」）であることは疑いの

ないところですが，わが国では一定の要件を満

たす著作物に関し，会社，国，地方公共団体，

学校など（これらを「法人等」といいます）が

「著作者」の地位を得ることができる制度が設

けられています。この制度を，職務著作（法人

著作）の制度といいます。

本稿では，職務著作の制度に関し要件，効果

等について平易に説明するとともに，ごく簡単

な例題を設定した上で職務著作の適否について

検討します。最後に職務著作について実務上注

意すべき点について説明いたしたいと思います。

職務著作の制度は，著作権法第15条に定めら

れています。まず始めに条文を確認しましょう。

著作権法第15条第１項は次のように定められて

います。

2．1 著作権法第15条

2 ．職務著作の制度概要
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「法人その他使用者（以下「法人等」）の発意

に基づきその法人等の業務に従事する者が職務

上作成する著作物（プログラムの著作物を除く）

で，その法人等が自己の著作の名義の下に公表

するものの著作者は，その作成の時における契

約，勤務規則その他に別段の定めがない限り，

その法人等とする。」

この条項は，主として５つの要件で構成され，

あわせて要件を満たした場合の効果も示されて

います。これらの詳細は後述することといたし

ます。

職務著作の制度とは，従業員により職務上作

成された著作物について法人等に「著作者」の

地位を与えようとする制度です。

ここで注意すべきは，この制度が法人等に著

作権等が帰属する旨を直接的に定めているので

はなく，法人等に著作者の地位を与える旨を定

めていることです。

著作権法において「著作者」の地位を得るこ

とは極めて重要な意味があります。なぜならば，

著作者は「著作権」並びに「著作者人格権」を

享有する旨が定められているからです（17条１

項）。ある著作物について職務著作が適用され

るとその著作者が法人等になりますから，結果

として法人等に「著作権」並びに「著作者人格

権」が帰属することになります。

ところで，特許法では「職務発明」に関する

規定がありますが，著作権法における職務著作

の制度とは規定する内容が著しく異なります。

すなわち，特許法では発明者が「特許を受ける

権利」を原始的に取得する点に関し例外は一切

ありません。職務発明についてもまずは発明者

に特許を受ける権利が原始的に帰属し，特許を

受ける権利を法人等に移転する場合には契約等

による取り決めが必要です（特許法第29条，第

35条）。実用新案法や意匠法においても同様で

2．2 制度の意義

す。職務発明では，法人等に権利を移転するに

際して「相当の対価」に関する取り決めが必要

になるのが一般的です。これに対し，職務著作

の場合は法人等に著作権等が原始的に帰属する

ため，相当の対価などのデリケートな問題は生

じないことになります。

それでは，職務著作の制度はなぜ設けられた

のでしょうか。主な理由として次の２点が挙げ

られるでしょう。１点目は，職務上作成される

著作物はその作成に伴うコストを負担したり，

その創作に係るリスクを負担したりするのは法

人等であるという理由です。コストやリスクを

負担する立場に鑑みれば，著作者を法人等とす

ることが合理的であると考えることができるで

しょう。２点目は，法人等で作成される著作物

の著作者を法人等とすることを制度上の原則に

すれば，日々大量に発生する著作物について，

わざわざ個々に権利の所在確認をする必要が無

くなりますので，著作物の円滑な利用という点

において便宜的であり，且つ，より安定的な秩

序を形成し得るという理由です。会社内では著

作物が次々に生みだされていますから，会社内

で発生する著作物の特質を考慮して，権利者を

法人にすることで管理をシンプルに一元化した

ものであると言えるでしょう。

職務著作の成立要件を整理したいと思いま

す。職務著作に関する著作権法第15条第１項に

は５つの要件が定められています。なお，第２

項はプログラムの著作物に関して別個独立して

定められたもので，第１項に定める要件の１つ

を欠く点を除き，同一の内容となっています。

（1）著作物が法人等の発意に基づいて作られ

たものであること

第一の要件は，著作物が法人等の発意に基づ

3．1 職務著作の５要件

3 ．職務著作の成立要件
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いて作成されたものであることです。著作物の

作成の意志が直接又は間接に使用者の判断にか

かっているような場合，換言すれば，使用者で

ある法人等が著作物の作成についてイニシアチ

ブをもっているような場合であれば，この要件

に該当いたします。

（2）法人等の業務に従事する者が作成したも

のであること

第二の要件は，法人等の業務に従事する者が

作成した著作物であることです。一般的にはい

わゆる雇用関係にある従業員や，会社役員など

が該当いたします。なお，派遣労働者について

は，派遣先から指揮命令を受ける点を考慮して

この要件に該当すると考えるのが多数説です。

一方，アルバイトによる労働者はこの要件に該

当しないと考えるのが一般的な見解です。

（3）従業者が職務上作成した著作物であるこ

と

第三の要件は，従業者が職務上作成した著作

物であることです。従業者が職務上作成する，

すなわち，従業者が自分に与えられた仕事とし

て著作物を作成すれば，職務上作成した著作物

に該当いたします。例えば，自宅で作成したも

のであっても職務に基づいているものであれ

ば，職務上作成に該当するといえるでしょう。

（4）法人等が自己の著作の名義の下に公表す

る著作物であること

第四の要件は，法人等が自己の著作の名義の

下に公表する著作物であることです。単に，発

行者名義が法人等であるだけではこの要件を満

たしません。すなわち，その著作物の著作者と

しての表示に，法人等の名称が表示されている

必要があります。表示例としては，著作物の表

紙，裏面，その他奥付などに，「著者：○○株式

会社」とか，「制作著作：○○株式会社」という

ものであれば明確にこの要件を満たすでしょう。

また，本質的な意味は異なるのですが，近年で

は多く利用されているCマークを活用して，

「C2008○○株式会社」と表示しても，著作者

表示としての役割を果たすものと思われます。

（なお，Cの本来の意味は，アメリカにおい

て「著作権者」を示すために用いられるマーク

です。）

また，条文上「公表するもの」と規定されて

いますが，これは使用者の著作の名義で実際に

公表したものだけではなく，使用者の著作の名

義で公表することを予定している著作物も該当

することを意味しています。

（5）著作物の作成時における契約等において

別段の定めがないこと

第五の要件は，著作物の作成時における契約，

勤務規則その他において，従業員を著作者とす

る等の別段の定めが存在しないことです。

法人等と従業員との間で著作者に関する契約

等がなされていれば，その契約等で形成された当

事者の意思を尊重して判断することになります。

プログラムの著作物に関しては，第15条第２

項に規定があり，同条第１項の「法人等が自己

の著作の名義の下に公表する著作物であるこ

と」の要件がありません。

公表に関する要件が無いのは，プログラムの

著作物は公表を前提としないで開発されるもの

もあれば，具体的に法人等の名義が示されない

ものもあるので，これらの特殊な事情などを考

慮したためです。

著作権法第15条の各要件を満たすと，その著

作物について法人等が「著作者」の地位を取得

いたします。そして，法人等が著作者の地位を

4 ．職務著作の適用の効果

3．2 そ の 他
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得た結果，法人等が著作権及び著作者人格権を

享有することになります（第17条１項）。

ここで，公表権（第18条），氏名表示権（第

19条），及び，同一性保持権（第20条）により

構成される著作者人格権は，著作者の一身に専

属し，譲渡することができません（第59条）。

したがって，職務著作が適用されると著作物の

人格的な側面を保護する著作者人格権も法人等

の一身に専属することになり，当該法人から移

転することができません。

なお，複製権等（第21条～第28条）の著作権

は移転可能な財産権でありますので他人に譲渡

することが可能です（第61条）。

ここでは，職務著作についての理解を深める

ため，例題を用いて職務著作が成立するか否か

について検討したいと思います。

会社Ｘの営業部長Ａは，部下である営業マン

Ｂに対し，取引先であるＹ社向けに自社商品の

提案書Ｐを作成するように指示をした。

営業マンＢは，取引先であるＹ社から受注で

きるよう，デザイン等に創意工夫を凝らした斬

新な提案書Ｐを完成させた。提案書Ｐの表紙や

裏面には著作の名義として会社Ｘの表示がされ

ているが，営業マンＢの名前は一切表示されて

いない。

会社Ｘと営業マンＢとの間には，自己が作成

した著作物の取扱いに関し，勤務規則等にて別

段の取り決めをしていない。今回の提案書Ｐに

関しても同様である。

さて，提案書Ｐの著作者は誰か。

前記例題について，職務著作の適否について

検討したいと思います。（あくまで例題ですか

5．2 検　　討

5．1 例　　題

5 ．職務著作の適否についての検討

ら深く考えず，シンプルに検討しましょう。）

（1）「法人等の発意」について

会社Ｘの営業部長Ａから指示を受け，部下で

ある営業マンＢがＹ社向けの提案書Ｐを作成し

ておりますので，提案書Ｐ（著作物）の作成に

関し，第一の要件である「法人（Ｘ社）の発意

に基づく」という要件は満たしているといえる

でしょう。

（2）「法人等の業務に従事する者」について

提案書Ｐを作成した営業マンＢは，事例から

会社Ｘに雇用されていると考えてよいでしょ

う。したがって，営業マンＢは，「法人等の業

務に従事する者」であるといえます。

（3）「従業者が職務上作成した著作物」につ

いて

営業マンＢは，取引先であるＹ社から受注で

きるように提案書Ｐを作成しましたので，自分

に与えられた仕事として提案書Ｐを作成してい

ます。したがって，「職務上作成」に該当する

といえます。

（4）「法人等が自己の著作の名義の下に公表

する著作物」について

提案書Ｐの表紙や裏面には著作の名義として

会社Ｘの表示がされているとありますので，法

人等（会社Ｘ）が自己の著作の名義の下に公表

する著作物であるという要件を満たします。

（5）「著作物の作成時における契約等におい

て別段の定めがない」

例題では，会社Ｘと営業マンＢとの間には，

著作物の取り扱いについて勤務規則等にて別段

の取り決めをしていないことがわかりますの

で，この要件を満たします。
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この例題では，著作物である提案書Ｐについ

て職務著作の規定（第15条第１項）が適用され，

提案書Ｐの著作者はＸ社となります。

この結果，提案書Ｐについての著作権及び著

作者人格権は，Ｘ社に帰属することになります。

これまでの説明で，職務著作の制度の概要が

理解できたかと思います。職務著作の制度は，

会社や学校などが著作者の地位を獲得できてし

まうダイナミックな制度だと言えるのではない

でしょうか。

著作物について職務著作が適用されるか否か

は，当事者（著作物に関係する法人並びに自然

人）に極めて重大な影響を与えるものです。裁

判例では，事後的に著作者が誰か（ひいては著

作権等の帰属は誰か）について争われた事件が

多く存在します。

実務上は著作権法における職務著作の制度を

十分に把握することが重要です。職務著作の要

件に該当するか否かについて疑義がある場合

や，著作物の性質上明確に権利の帰属を確認す

6 ．実務上の留意点

5．3 結論（検討の結果）
べきものについては，積極的に当事者の意思確

認を行うことが重要でしょう。

一方，職務著作の要件を満たさない限り，法

人等が著作者となることはありません。著作権

等の帰属が誰にあるかについて，職務著作の適

否に配慮しつつ確認することも大切でしょう。

以上，職務著作について簡単に説明をいたし

ました。著作権法の中でも例外的な制度ですの

で，制度の理解は実務上大変有益であると思い

ます。社内ルールの確認又は策定の契機になれ

ば幸いです。
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7 ．おわりに
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